
様式４  附属機関等概要  

附属機関等名  

（庶務担当課）  

埼玉県教職員健康審査会  

（福利課）  

設 置 年 月 日 昭和４２年４月１日  

設 置 根 拠 等 
執行機関の附属機関に関する条例  

埼玉県教職員健康審査会規則  

委員定数・任期  委員定数  １５人以内   任期 ２年 

職 務 内 容 

 教育局並び県立学校その他の県立教育機関の職員並びに

市町村立学校職員給与負担法第１条及び第２条に規定する

職員の疾病に関して審査し、その治療の要否及び程度、勤

務の可否、生活指導の内容等について判定すること。  

 教職員の健康管理について意見を述べること。  

公開・非公開  

の別  

 

公開  
 ただし、出席した委員の３分の２以上の多数

で議決したときは、非公開とすることができる。 

 

令 和 ４ 年 度 の 

活 動 状 況 

・開催日  

・場 所  

・議題等  

開  催  日：  

  令和４年 ４月２０日（水）、  ５月１８日（水）  

       ６月１５日（水）、  ７月２０日（水）  

       ８月１７日（水）、  ９月２１日（水）  

      １０月１９日（水）、１１月１６日（水）  

      １２月２１日（水）  

  令和５年 １月１８日（水）、  ２月１５日（水）  

       ３月１５日（水）  

 

開催時間：午後１時３０分から午後３時  

 

場   所：埼玉県県民健康センター  

 

議   題：教職員の疾病に関する審査  

 

 


